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令和８年度被扶養者確認調書記載要領

１　対象者　　令和８年６月３日現在、被扶養者を有する組合員（会員）
２　確認調書への記載方法
　(１)「職業（学校種別・学年）、所得の種類、所得額」・・・該当する人の所得等に応じ、次の例により記載すること。
	例
	     「職業（学校種別・学年）」の欄
	「所得の種類」の欄
	「所得額」の欄

	
	記入事項
	記　　入　　例
	
	記入事項
	               記入例

	①
	業　　種
	農（商・工）業　等
	事業所得
	年間所得額
	    　　　　１，２００，０００円

	②
	業　　種
	アパート経営　等
	資産所得
	年間所得額
	    　　　　　　９５０，０００円

	③
	職　　業
	会社員、パートタイマー、
アルバイト、無職　等
	給与・賃金・報酬・雇用保険給付等所得
	給与額･賃金額･
雇用保険給付額
	・月額　　　　　１０５，０００円
・日額　　　３，５００円×３０日
・時給　７５０円×７時間×２０日

	
	
	
	
	※ 日額の場合は、日額及び平均勤務日数を記入すること。

	④
	年金等の名称
	・遺族厚生年金
・労災保険年金及び特別年金
・国民年金老齢基礎年金
・退職共済年金
・農業者年金
・普通恩給
・軍人恩給
・生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金(財形年金等)
	年金・恩給等
	年金等の額
（年額）
	　　　　 　 １，３００，０００円
　　　　        ７００，０００円
         　　　 ６００，０００円
            １，７００，０００円
 　　　　　 　　８００，０００円
 　　　　 　１，５００，０００円
 　　　　　 　　５００，０００円

	
	
	
	
	※ 各種年金、恩給等の最新の改定通知書等の額を記入すること（非課税分も含む）。

	⑤
	学校種別学年等
	△△高校○年生、△△短期大学○年､△△大学(院)○年､
△△専門学校○年、△△予備校等
	アルバイト賃金
なし
	給与額・賃金額
	・月額　　　　　１０５，０００円
　　　                      ０円


　　　※１　複数の所得を有する場合、あるいは複数の年金等を受給している場合には、そのすべてを記入すること。
　　　※２　名義が別でも、実質的な帰属者が被扶養者である所得は記入すること（特に①の事業所得と②の資産所得）。
　　　※３　⑤の学生で所得がある場合には、①から④の例により併記すること。
　(２)「扶養手当の有無」の欄･････給与条例上の扶養親族認定の有無を記入すること。
　(３)「親族」の欄･･････････････他の扶養義務者の状況を確認するため、被扶養者として認定を受けていない①組合員（会員）の配偶者、②被扶養者の配偶者及び父母、③被扶養者と同居している被扶養者の子及び兄弟姉妹等のうち、下記の例示等に該当する他の扶養義務者がいる場合に記入すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　（※ 記入にあたっては、該当する人の所得額が記入漏れにならないよう注意すること。）
	「親族」の欄に記入を必要とする人
	例　　　　　　　　　　　　　　示

	① 組合員（会員）の配偶者
	組合員（会員）の子が被扶養者で、配偶者が被扶養者でない場合。
ただし、夫婦ともに公立学校共済組合員の場合は、給与は記入不要。

	② 被扶養者の配偶者及び父母
	組合員（会員）の子、父母の一方または祖父母の一方が被扶養者で、その被扶養者の配偶者が被扶養者でない場合。あるいは、組合員（会員）の兄弟姉妹または孫が被扶養者で、被扶養者の父母が被扶養者でない場合。等

	③ 被扶養者と同居している被扶養者の子及び兄弟姉妹等
	組合員（会員）の父母が被扶養者で、被扶養者でない組合員（会員）の兄弟姉妹が父母と同居している場合。あるいは、組合員（会員）の兄弟姉妹または孫が被扶養者で、被扶養者でない被扶養者の兄弟姉妹が被扶養者と同居している場合。等

	
	


３　添付書類
　　　下記の①・②のいずれかに該当する被扶養者を除いて、別紙「令和８年度被扶養者確認調書添付書類一覧」により、所得の証明、扶養の実態に関する書類を添付すること。
	1 令和８年４月１日以降被扶養者として認定を受け、その扶養関係が認定当時と同じである被扶養者（注１、注２）。
2 令和８年６月４日以降取消となった被扶養者。ただし、当該日以後に被扶養者取消の際は、被扶養者取消申告書の添付書類に、今回の通知に基づく添付書類の追加が必要となる。（注２）。

	


　　注１　組合員（会員）が他支部・他組合から転入したことにより認定を受けた場合は、今回の通知に基づく書類が必要であること。
　　注２　①・②に該当する場合は、その内容を「備考」欄に記入すること。
　　　　    →（記入例:令和８年４月１日認定、令和８年７月１０日取消　等）
